
 

議案第１５号   

羽生市工場立地法地域準則条例の一部を改正する条例  

羽生市工場立地法地域準則条例（平成２８年条例第２３号）の一部

を次のように改正する｡  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（ 区域並 びに緑 地及 び環境 施設の

面積の敷地面積に対する割合）  

（ 区域並 びに緑 地及 び環境 施設の

面積の敷地面積に対する割合）  

第３条  法第４条の２第１項に規定

す る区域 並びに 当該 区域に おける

緑 地及び 環境施 設の それぞ れの面

積 の敷地 面積に 対す る割合 は、次

の表のとおりとする。  

第３条  法第４条の２第１項に規定

す る区域 並びに 当該 区域に おける

緑 地及び 環境施 設の それぞ れの面

積 の敷地 面積に 対す る割合 は、次

の表のとおりとする。  

区域  緑地の面

積の敷地

面積に対

する割合

（ 以 下

「緑地面

積率」と

いう。）  

環 境 施 設

の 面 積 の

敷 地 面 積

に 対 す る

割合  

都 市 計 画 法

（ 昭 和 ４ ３ 年

法 律 第 １ ０ ０

号 ） 第 ８ 条 第

１ 項 第 １ 号 の

準 工 業 地 域

（ 以 下 「 準 工

地 域 」 と い

う。）  

（略）  （略）  

区域  緑地の面

積の敷地

面積に対

する割合

（ 以 下

「緑地面

積率」と

いう。）  

環 境 施 設

の 面 積 の

敷 地 面 積

に 対 す る

割合  

都 市 計 画 法

（ 昭 和 ４ ３ 年

法 律 第 １ ０ ０

号 ） 第 ８ 条 第

１ 項 第 １ 号 の

準 工 業 地 域

（ 以 下 「 準 工

地 域 」 と い

う。）  

（略）  （略）  



 

都 市 計 画 法 第  （略）  

 

（略）  

 ８ 条 第 １ 項 第

１ 号 の 工 業 地

域 又 は 工 業 専

用 地 域 （ 以 下

「 工 業 ・ 工 専

地 域 」 と い

う。）  

都 市 計 画 法 第

２ ０ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り

告 示 し た 川 崎

産 業 団 地 地 区

地 区 計 画 の 区

域 （ 以 下 「 川

崎 産 業 団 地 」

という。）  

（略）  （略）  

 

都 市 計 画 法 第  （略）  （略）  

８ 条 第 １ 項 第

１ 号 の 工 業 専

用 地 域 （ 以 下

「 工 専 地 域 」

という。）  

 

 

  

都 市 計 画 法 第

２ ０ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り

告 示 し た 川 崎

産 業 団 地 地 区

地 区 計 画 の 区

域 （ 以 下 「 川

崎 産 業 団 地 」

という。）  

（略）  （略）  

 

（ 敷地が ２以上 の区 域にわ たる場

合の適用）  

（ 敷地が ２以上 の区 域にわ たる場

合の適用）  

第４条  特定工場の敷地が、前条の

表 に規定 する区 域又 はそれ ら以外

の 区域の うち、 ２以 上の区 域にわ

た る場合 におけ る同 条の規 定の適

用 につい ては、 当該 特定工 場の敷

地 に占め るそれ ぞれ の区域 の面積

の 割 合 （ 以 下 「 敷 地 割 合 」 と い

う 。）に つき、 準工 地域、 工業・

工 専地域 又は川 崎産 業団地 の敷地

割 合が最 も高い とき は当該 区域に

係 る規定 を当該 敷地 の全部 に適用

し 、それ ら以外 の区 域の敷 地割合

が 最も高 いとき は同 条の規 定を当

該敷地の全部に適用しない。  

第４条  特定工場の敷地が、前条の

表 に規定 する区 域又 はそれ ら以外

の 区域の うち、 ２以 上の区 域にわ

た る場合 におけ る同 条の規 定の適

用 につい ては、 当該 特定工 場の敷

地 に占め るそれ ぞれ の区域 の面積

の 割 合 （ 以 下 「 敷 地 割 合 」 と い

う 。）に つき、 準工 地域、 工専地

域 又は川 崎産業 団地 の敷地 割合が

最 も高い ときは 当該 区域に 係る規

定 を当該 敷地の 全部 に適用 し、そ

れ ら以外 の区域 の敷 地割合 が最も

高 いとき は同条 の規 定を当 該敷地

の全部に適用しない。  

  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

平成３１年２月２５日提出  

埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

 


